
支援の対象となる肥料

支援の内容

申請に必要なもの

＝

支援金

肥料価格高騰対策のごあんない
～肥料価格高騰に直面する農家の皆様を支援します～

肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の

低減に向けて取り組む農業者の皆様の肥料費を支援します。

当年の肥料費÷価格上昇率÷使用量低減率
ー × ０．７

当年の
肥料費 統計データ

を基に決定 0.9

支援の対象となる方

農産物を販売し、化学肥料の使用量の２割低減に取り組む農業者
※自給飼料の生産を行う畜産農家の場合は畜産物の販売実績があること
販売を開始していない新規就農者の場合は認定新規就農者であれば対象となります

(100万 ー (１００万÷１.４÷0.9))× ０．７=14.4万円

化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費について、そ
の７割を支援金として交付します。

➊ 本年秋肥（令和４年６月～10月に注文）、来年春肥（令和４年11月～令
和５年５月に注文）の購入価格がわかるもの注文票と領収書、または請求書

※当JAにて購入された肥料に関しては、該当する購入データがあれば当JAにて

出力した明細書をもとに申請することができます

❷ 化学肥料低減に向けた取組に２つ以上取り組むことを明記した
「化学肥料低減計画書」
その他、要件を確認する誓約・同意書などがあります

秋肥の支払い例(肥料費が１００万の場合)
※

※小数点第2位で四捨五入

※
令和４年６～１０月に注文・購入した秋肥
令和4年11月～令和5年5月に注文・購入 した春肥
※本年秋肥と来年春肥は、それぞれまとめて、別々に申請となります
※春肥の申請〆切は2月中の予定です。それまでに注文・購入をしてください



農業者の皆様に記入いただくもの

○ ○

○ ◎

「令和４年度又は令和５年度の取組」欄のうち、

取り組めるものに〇を記入してください。

• ２つ以上に〇が付けばOKです。

• これまで既に取り組んでいるものもカウント

できます（その場合、１つ以上は、新しい取組

または従来の取組の強化・拡大（「◎」で記入）

を含むようにしてください。）



留意事項

今後のスケジュールは、概ね以下のとおりです。

スケジュール

令和4年10月頃～

令和4年12月頃～

令和5年2月頃～

令和5年４月頃～

令和６年度中

農業者からの当JAへの申請受付（秋肥分）

当JAから農業者への支援金の振込（秋肥分）

農業者からの当JAへの申請受付（春肥分）

農業者の化学肥料低減の取組状況確認①

当JAから農業者への支援金の振込（春肥分）

農業者の化学肥料低減の取組状況確認②

• 令和４年６月以前に注文、購入した肥料は対象となりません
• 肥料法に非該当となる品目（培土等）については対象となりません
• 肥料以外の資材（農薬やビニールなど）は対象となりません
• 「令和４年度又は令和５年度の取組」として〇や◎をつけた化学肥料
低減の取組は、後日、取組情報を確認いたします。取り組んだことの
根拠となる書類は必ず５年間の保管をお願いいたします

申請方法

原則として、肥料を購入した店舗での申し込みとなりますので、肥料を
購入した各営農経済・資材センター及び支店にお問い合わせください
申請に必要な「化学肥料低減計画書」や「誓約・同意書」の様式も各申込
窓口にあります

問 い 答 え

➊
化学肥料が足りなく
なるということを聞
いたのですが。

・ 肥料メーカーや輸入事業者の皆様のご努力により
当面必要な肥料原料は確保されています。

・ 今後も、調達状況を注視して、肥料の安定供給に取
り組んでまいります。

Ｑ＆Ａ



問 い 答 え

❷
化学肥料の使用量を
実際に２割減らすこ
とが支援の要件です
か。

・ 化学肥料の２割低減に向けて、取組メニューのうち
２つ以上行っていただければ支援対象となります。

・ 選択された取組について、適切にフォローしていき
ます。

❸
既に化学肥料の低減
に取り組んでいるた
め、更に低減するこ
とは難しい。

・ 既に取り組んでいるものもカウントします。

・ その際は、既に行っている取組の拡大や改善で良い
ので、新たな取り組みを１つ以上行ってください。

❹
低減に向けた取組を
したいが、準備が必
要なのですぐには行
えない。

・ 本年に取り組めない場合は、来年に取り組んでいた
だければ結構です。

・ 国内資源の利用など体制整備に時間を要する取組
は、期間内に取り組んでいただければ結構です。

❺
いつ頃までに申請す
れば良いですか。
また、いつ頃支援を
受けられますか。

・ 基本的に秋肥、春肥でそれぞれまとめて申請してく
ださい。

・ 秋肥について、早めに申請いただければ、できるだ
け年内に支払えるようにします。

❻
領収書の提出が間に
合わない場合はどう
すれば良いですか。

・ 領収書が間に合わない場合は、請求書を提出いた
だければ、支援金をお支払いすることができます。

・ 肥料を購入した農協や販売店に御相談ください。

本パンフレットの解説動画を掲載しておりますので、

【茨城県農業技術課】 TEL：029-301-3894
【茨城県農業再生協議会 茨城県農業協同組合中央会】
県域営農支援センター TEL：029-232-2101
【ＪA常陸】
ひたちなか営農経済センター TEL：029-273-8593
笠間営農経済センター TEL：0296-74-4717
大宮営農経済センター TEL：0295-52-4517
水府資材センター TEL：0294-85-0044
高萩営農経済センター TEL：0293-22-3008
経済部 経済農機課 TEL：0294-87-6820
または、最寄りの資材センター及び支店へ

問い合わせ先


